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備考

1 事業所（施設）の名称 ○ ○ ○ ○

2 事業所（施設）の所在地（設置の場
所）

○ ○ ○ ○ ○ 【事前に要相談】
変更内容を相談してください。

3 申請者（設置者）の名称 ○ ○ ○

4 主たる事務所（法人）の所在地 ○ ○

5 代表者の氏名、生年月日、住所又は
職名

○ ○ ○ ○

6 登記事項証明書等（当該指定に係る
事業に関するものに限る。）

○ ○

7 事業所（施設）の平面図 ○ ○ ○
【事前に要相談】
変更内容を相談してください。

8 事業所（施設）の管理者の氏名，生
年月日，住所又は経歴

○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △

9 事業所（施設）の相談支援専門員の
氏名，生年月日，住所又は経歴

○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ △

10 主たる対象者 ○ ○ △ ○

11 その他の運営規程に係る事項 ○ ○ △ ○

12 基本報酬・加算に関する変更
「添付書類一覧表」により必要書
類を確認してください。

13 その他の事項の変更 ○
必要書類が不明な場合は、障害
自立支援課にお問い合わせくだ
さい。

※　「○」は必須、「△」はその変更内容により必要な場合に提出要。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出書類

　　　変更内容

特定相談支援・障害児相談支援事業　指定内容の変更に係る提出書類一覧

○　指定内容に変更があったときは、１０日以内に変更届出書と必要な書類を提出してください。

○　基本報酬や加算に変更があるときは、「変更届出書」ではなく、「介護給付費等算定に係る体制等
に関する届出」・「障害児（通所・入所）給付費等に関する届出」等を一式提出してください。
　　 加算は、届出が毎月１５日以前になされた場合には翌月から、１６日以降になされた場合には
翌々月から、算定を開始することができます。また、算定されなくなる状況が生じた場合は、その事実
発生日から算定できなくなりますので、速やかに届出を行ってください。

○　事業所を廃止又は休止する場合は、廃止又は休止の２ヶ月前までにご相談ください。
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